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図面番号6-28のとおりとし、石綿含有成形板撤去工事（レベル３）の施工
箇所は屋根材：アスベスト含有コロニアルの全撤去（住宅棟１号棟～４号
棟屋根、北条西会館屋根）とします。なお、設計図書に記載のとおり参考
数量書は質疑の対象外ですが上述の工事は工事費内訳書に計上するも
のとします。

対象箇所は図面番号5-28のとおりとし、１号棟、２号棟の外壁にはアスベ
ストは含まれないものとします。

図面番号５-２９図<レベル3＞屋根材：アスベスト含有コロニヤ
ルの全面撤去1号棟～４号棟、北条会館屋根と在りますが参考
数量表には３号棟、４号棟、北条会館の屋根撤去が在りませ

ん、（１号棟、２号棟は項目に在ります）代わりに環境配慮改修
工事が在ります、これにコロニヤル撤去の金額を含めるので

しょうか？

質疑事項

質疑・回答書

告示番号 第４０４号 件　　　　名 市営北条西住宅１棟外４棟外装改修工事

回　　　　答

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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図面番号5-28図　石綿含有外壁仕上げ材及び下地の集塵装
置付きディスクグラインダーケレン工法による除去工事＜外

壁、バルコニー上裏、階段室上裏複合塗材E塗及び外壁薄塗
下地＞とありますが参考数量表において環境配慮改修工事を
指すのでしょうか？１号棟，２号棟には参考数量表に環境配慮
改修工事の項目が在りません1号棟，2号棟の外壁にはアスベ

ストは含まれて居ないと考えて良いのでしょうか？


